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　はじめに

　新宿区は、商業・業務・文化・居住機能が集積し、多様な

人々が住み暮らし、活動する魅力あふれるまちです。また、

単独世帯が増加する中、高齢単身者も増加しているという特徴も

あります。

　新宿区社会福祉協議会（以下、「新宿社協」と言う。）では、

第１次経営計画（平成18年度～平成20年度）以降、「『だれも

が安心して暮らせる新宿型福祉コミュニティ』の実現」を基本

理念として地域福祉を推進してまいりました。そのような

中で、令和元年度末から流行した新型コロナウイルス感染症は、地域におけるさまざまな

支えあい活動にも大きな影響を与えました。これまで新宿社協とつながりのなかった

人々にまで影響し、新たなニーズの拡大・顕在化が進み、さまざまな生きづらさ、暮らし

づらさを抱える人、望まない孤独・孤立の状態にある人が増加するなど、地域生活課題

の複雑化・複合化が一層深刻な状態となりました。

　国は、令和 4年、「地域共生社会」の基本的方向として、人々が地域社会とつながり

ながら安心して生活を送ることのできる社会の構築を目指し、医療・介護・福祉をはじめ

とする包括的なケアを提供する体制の整備、制度・分野の枠や「支える側・支えられる側」

という従来の関係を超えて一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らせる

包摂的な社会の実現に向けて、取り組むべき課題を示しました。新宿区においても、

「だれもが安心して暮らせるまちの実現」がより一層求められています。

　このような状況を踏まえ、新宿社協では今後5年間の取り組みとして、第５次経営計画

（令和 6年度～令和 10年度）を策定いたしました。

　この計画では、「地域づくり支援」と「職員の人材育成」を大きな柱としています。

世代や分野を超えた主体が出会い、それぞれの強みを活かした多様な支えあいが生まれ

やすい地域福祉を推進するとともに、職員の地域での実践を通した学びと育成を支援し、

相談対応力の向上を図る組織的な人材育成の取り組みを計画的に進めていきます。

　本計画を進めていく主体は、地域の住民の皆様、民生委員・児童委員、町会・自治会、

多様な活動団体、当事者団体、福祉分野を超えたさまざまな人や集団、そして新宿社協

の「みんな」です。「みんなで、つなぐ・育む・広げていく」をキーワードに皆様の

ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

　結びに、令和 4 年度から 2 年間にわたり、地域でのご活動を基にそれぞれのお立場

から貴重なご意見をいただきました推進部会委員及び各地区社協部会委員の皆様をはじめ、

地域の皆様、新宿社協の活動にご協力いただいたすべての関係者の皆様に心から

感謝申し上げます。

　　令和 6年 3月

社会福祉法人新宿区社会福祉協議会

会　長　星 野　晃 司

はじめに



第５次経営計画の策定に寄せて

　令和6年1月1日のお正月気分を打ち破るような能登半島地震

の被害に、日本中が悲しみに覆われました。能登半島地震は、

過疎地域での災害援助のあり方に一石を投じています。

　一方で、能登における普段の地縁力も見ることができました。

地域の人々が、「あそこの家にはこういう人がいる」と情報を

もっているのです。こうした情報があってはじめて助けに行く

ことが可能となります。地域関係が希薄な都会で、同様のことが

起きたら、誰が、どのように助けにいくことができるでしょう。

しかし、だからこそ、「戦略的つながり」を日常から構築しておくことが必要となって

きます。

　約 3年間続いたコロナパンデミックも、令和 5年5月8日から 5類感染症に移行した

ことで表面上、社会は元の通りに戻ったかのように見えます。しかし、内実は、生活

困窮者は以前よりも増加し、人との交流が減少しました。喧伝されたソーシャルディス

タンスは、コロナ禍後も容易には戻らない状況となっています。地域活動も、コロナ禍の

間に休止や中止に追い込まれ、その間に活動の担い手がいなくなったことで、再起が

できなくなっている団体も少なくありません。

　そのように社会情勢が大きく変化した中で、今回の第５次経営計画では、大きく２つの

方向性が重視されました。一つ目は、「地域づくり支援」、二つ目は「職員の人材育成」です。

地域づくり支援においては、個別ニーズへの対応と両輪です。

　第４次経営計画で配置した「地区支援担当」職員が能動的に、住民に身近な範囲で困って

いることに相談にのっていくことを目指しています。問題解決のためには、どんな制度

やサービス、活動が活用できるかを住民とともに考えます。また、地域の中で自主的に

活動する住民に対して側面からのサポートも行っていきます。身近な地域だからこそ、

職員と住民、地域で活躍する人や機関と協力して、問題解決ができるのです。

　人材育成の側面においては、職員には、8050 問題やゴミ屋敷問題に代表されるような

複雑化・多様化するニーズに対応できる知識の習得と技術の向上が求められています。

また、ワーク・ライフ・バランスを保つとともに、職員個々人のキャリアパスを描き

示して、希望の持てる職場とすることも課題です。

　推進部会の中では、拡大する一方の新宿社協の仕事を今、一度整理して、新宿社協で

なければできないことに集中してもよいのではないかという意見が多数出されました。

社協の固有性、専門性をさらに磨くとともに、地域の社会資源とのネットワークを広げ、

ともに歩む仲間を作りながら、問題解決の道筋をつけていく。そんな頼もしい新宿社協に

なることを目標に第５次経営計画を策定しました。

　　令和 6 年 3 月

新宿区社会福祉協議会 推進部会

部会長 山 本 美 香
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経営方針１
　ライフステージ（※）に応じた
参加の場と機会を育み、だれ
もが地域の一員として自分
らしく活躍できる支援を強化
します。
（※）子どもから高齢者まで、

すべての方の状況・生活様式・
ニーズのこと

経営方針２
　複雑で困難な課題に真摯に
向き合い、支援ニーズに応え
るため、支えあいの地域づくり
支援と包括的な相談支援を両
輪で進めます。

経営方針３
　多様な主体とのつながりを
再構築し、分野を超えたネット
ワークから生まれる取り組みを、
ともに発展させます。

　持続可能な事業展開を図る
ため、組織基盤を強化すると
ともに、職員を育て活かし、
活力あふれる社協を目指しま
す。

経営方針４

経営方針１・２・３の
実現に向けた経営方針4

施策

１

支えあい活動に参加する
多様なきっかけづくりと
参画への継続支援

（１）福祉教育・福祉体験学習の充実
①多様性の理解や地域課題への気づきの場の提供
とボランティア活動へのきっかけづくり
②福祉教育の協力者・団体との連携強化

（２）だれもが役割を持ち担い手として参加できる
活動の創出
①多様な参加の方法や手段の創出
②受け手が担い手にもなる支えあい活動のコー
ディネート

（３）居場所の立ち上げ・運営の支援と居場所への
参加支援
①居場所をつくる人、担う人への継続支援　
②自分なりの居場所を見つけるための支援

１　多様性の理解及び地域課題への気づきの場の提供 34
①　福祉教育の推進 34
②　視覚・聴覚障害者支援事業	 【区委託】 34
③　認知症サポーターステップアップ事業	 【区委託】 35
２　支えあい活動への参加及び参画への継続支援 35
①　介護支援等ボランティア・ポイント事業	 【区委託】 35
②　生活支援体制整備事業	 【区委託】 36
③　ちょこっと・暮らしのサポート事業 36
④　地域見守り協力員事業	 【区委託】 37
⑤　ファミリーサポート事業	 【区委託】 37
⑥　成年後見・権利擁護の推進（市民後見人の養成） 37
３　居場所の運営及び参加の支援 38
①　地域活動者実践講座 38
②　ふれあい・いきいきサロンの運営支援 38
４　地域ささえあい活動助成金 39

施策

2

気づき支えあう
地域づくりへの支援と
複雑で困難な課題への
包括的な相談支援

（１）複雑で困難な課題への包括的な相談支援体制
の強化
①気づき支えあう地域づくりへの支援
②福祉ニーズのある人への総合的な相談支援と
つながり続ける支援
③判断能力が十分でない人への権利擁護相談と
意思決定支援

１　地域づくり支援 40
①　地域づくり支援事業 40
②　生活支援体制整備事業 40
２　暮らしの相談支援 41
①　自立相談支援事業	 【区委託】 41
②　生活福祉資金貸付事業	 【東社協委託】 41
③　受験生チャレンジ支援貸付事業	 【区委託】 42
④　ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業【東社協委託】 42
⑤　応急小口資金貸付事業 43
３　成年後見・権利擁護の推進 43
①　成年後見制度利用推進事業	 【区委託】 43
②　法人後見事業 44
③　地域福祉権利擁護事業	 【東社協委託等】 44
４　避難者支援 45

施策

3
地域課題の解決を
図るためのネット
ワーク再構築と
取り組みの支援

（１）多様な主体のネットワークづくり
①分野を超えたネットワークによる地域課題の解決

（２）既存団体とのネットワークの発展
①地域に密着した団体との連携・協働
②安全安心のための平時のつながり

１　多様な団体とのネットワークづくりと発展 46
①　社会福祉法人としての公益的な取り組みの推進 46
②　民生委員・児童委員協議会との連携 46
③　町会・自治会等地域団体との連携 47
④　NPO・新宿CSRネットワーク等による市民活動の支援 47
２　地域づくり支援事業 47
３　災害ボランティアセンターの運営支援等 48

施策

4

新宿社協の組織基盤の強化及び
職員の力を活かし引き出す
職場づくりと人材の育成

（１）持続可能な事業展開を図るための組織運営
①地道で着実な財源確保に向けた取り組みの実施
②推進部会・社協部会の意見や提言を踏まえた
地域福祉の推進
③職員の確保・育成・定着につながる働きやすい
職場環境への取り組み
④対象となる人の関心や関わりに合わせた広報
活動の実践

（２）組織的な取り組みによる職員の人材育成
①地域づくり支援を継承するための組織的な取り
組みと相談対応力の向上

１　財源確保による基盤強化 49
①　社協会員の増強 49
②　赤い羽根共同募金 49
③　歳末・地域たすけあい運動募金 50
④　寄附の募集 50
⑤　収益事業（自販機の設置等） 51
２　持続可能な組織運営 51
①　理事会・評議員会・推進部会の運営 51
②　社協部会の運営 52
③　ICT 推進・情報管理 52
④　災害時危機管理対策 53
３　総合的な広報・広聴事業の強化 53
①　ボランティア情報の発信 53
②　広報事業 54
③　広聴事業 54
4　職員の育成 55
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④対象となる人の関心や関わりに合わせた広報
活動の実践

（２）組織的な取り組みによる職員の人材育成
①地域づくり支援を継承するための組織的な取り
組みと相談対応力の向上

１　財源確保による基盤強化 49
①　社協会員の増強 49
②　赤い羽根共同募金 49
③　歳末・地域たすけあい運動募金 50
④　寄附の募集 50
⑤　収益事業（自販機の設置等） 51
２　持続可能な組織運営 51
①　理事会・評議員会・推進部会の運営 51
②　社協部会の運営 52
③　ICT 推進・情報管理 52
④　災害時危機管理対策 53
３　総合的な広報・広聴事業の強化 53
①　ボランティア情報の発信 53
②　広報事業 54
③　広聴事業 54
4　職員の育成 55

ページ事　業重点的な取り組み

第５次経営計画　体系図
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計画策定の背景
章章第第 11◆◆◆　　　　　　　　　　　　　◆◆◆
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第
１
章

各施策の総括1
施策１ 支えあい活動に参加するきっかけづくり

第４次経営計画のふりかえり1
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第
１
章

施策２ 活動者の段階的な学びと活動継続への支援

施策３ 多様な生活課題を受け止める相談体制の充実と包括的な支援
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施策４ 住民同士の支えあいによる心豊かな暮らしの実現
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章

施策６ 新宿社協の活動の理解促進のための広報・広聴機能の強化

施策５ さまざまな団体との連携による地域ネットワークの発展
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施策７ 地域福祉推進のための財源基盤の拡充

施策８ 新宿社協の組織運営と組織基盤の整備



12

第
１
章

施策９ 災害対策の推進
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新宿社協会員

理 事 会

推進部会

名誉
会長

事務局
法人経営課

成年後見センター

ファミリー・サポート
・センター

（新宿ボランティア・市民活動センター）
若松町VC・大久保VC

落合第一VC・落合第二VC・柏木VC

箪笥町VC

地域活動支援課

東分室

監事
3名

（会長）
（理事）

16～20名以内
評議員会

19～25名以内

西圏域東圏域 中央圏域

四
谷
地
区
社
協
部
会

箪
笥
町
地
区
社
協
部
会

若
松
町
地
区
社
協
部
会

大
久
保
地
区
社
協
部
会

落
合
第
一地
区
社
協
部
会

落
合
第
二
地
区
社
協
部
会

柏
木・角
筈
地
区
社
協
部
会

榎
町
地
区
社
協
部
会

戸
塚
地
区
社
協
部
会

新宿社協の状況２



        第１章 計画策定の背景 
１ 第４次経営計画のふりかえり 

 
 

②②  自自主主財財源源のの状状況況    

 多様化する地域のニーズに応じた新宿社協ならではの取り組みを行うための

自主財源として、主に会員会費、寄附金、共同募金、自販機設置等による収益を

活用しています。 
下表は、平成 30年度からの自主財源の推移を表しています。 
新型コロナの影響を大きく受けた令和 2年度は、いずれの自主財源も減少しま

したが、令和 3 年度は、前年比で会費が約 27 万円増、寄附金が約 45 万円増と
ともに回復しました。令和 4年度は、寄附金は引き続き増加しましたが、会費は
減少しました。 
自販機設置等による収益については、平成 30年度末の 6台から令和 4年度末

時点で 10台まで自販機を増設したことに伴い、着実に収益を上げることができ
ています。また、令和 2 年度からホームページへのバナー広告の募集を開始し、
掲載料を新たな収益として計上しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

第
１
章



14 15

第
１
章

計画期間中の取り組み内容の推移3
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孤独・孤立対策推進法（令和 6 年 4 月 1 日施行）1

第二期成年後見制度利用促進基本計画２

社協を取り巻く環境２
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コロナ禍の日常生活の長
期にわたる変化に伴う高
齢者、障害者、子どもた
ちへの今後の影響

コロナ禍で緊急対応した
課題への地域と連携した
継続的な関わり

課題１

必要な取組み１

これまでは把握されてい
なかったが、コロナ禍で
顕在化した新たな地域生
活課題

新たに把握した課題の
実情を具体的に把握し、
関係機関、地域住民と
地域生活課題として共有

課題２

必要な取組み２

地域活動の担い手と今後
の活動のあり方への影響

休止した地域活動の再開
・継続支援や新たな担
い手づくり

課題３

必要な取組み３

情報格差への対応

情報格差を生まない
効果的な情報発信

課題４

必要な取組み４

社協と社会福祉法人・福祉施設の連携・協働推進方策３

コロナ禍で顕在化した地域課題４
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≪区の計画との関係≫

（※）地域福祉活動計画・・・社会福祉法第 109 条の規定に基づく民間組織である社協が活動計画として策定する
計画で、本計画に内包しています。

連 携

新宿社協

第５次経営計画 （R6～R10） 内包：地域福祉活動計画（※）

新宿区実行計画（第三次 R6～R9）

新宿区総合計画（H30～R9） 内包：地域福祉計画

内包：新宿区成年後見制度利用促進基本計画

内包：新宿区成年後見制度利用促進基本計画

新宿区
高齢者保健福祉計画（R6～8）

第9期介護保険事業計画（R6～8）

新宿区障害者計画（H30～R9）

第3期新宿区障害児福祉計画・
第7期新宿区障害福祉計画（R6～R8）

一
体
的
に
策
定

新宿区

新宿区基本構想（H20～R7）

新宿区第三次実行計画（令和 6 年度～令和 9 年度）５
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第５次経営計画
章章第第 22◆◆◆　　　　　　　　　　　　　◆◆◆
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「だれもが安心して暮らせる新宿型福祉コミュニティ」の実現

基本理念1

経営方針２



22

第
２
章

経営方針１
　ライフステージ（※）に応じた参加の場と機会を育み、だれもが地域の
一員として自分らしく活躍できる支援を強化します。
（※）子どもから高齢者まで、すべての方の状況・生活様式・ニーズのこと

経営方針２
　複雑で困難な課題に真摯に向き合い、支援ニーズに応えるため、支えあい
の地域づくり支援と包括的な相談支援を両輪で進めます。

経営方針３
　多様な主体とのつながりを再構築し、分野を超えたネットワークから生まれる
取り組みを、ともに発展させます。
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　持続可能な事業展開を図るため、組織基盤を強化するとともに、職員を育
て活かし、活力あふれる社協を目指します。

経営方針４

第５次経営計画で目指すもの３

「地域づくり支援」と「職員の人材育成」
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暮らしの相談支援
自立相談支援事業・貸付事業

● 福祉ニーズのある人への総合的な相談支援
● 支援につながりづらい人への継続的な関わり

成年後見・権利擁護の推進
成年後見センター事業

● 判断能力が十分でない人への権利擁護相談
と意思決定支援

体制を担う人材の育成…地域での実践を通した学びと育成・相談対応力の向上

地
域
づ
く
り
支
援
と
包
括
的
な
相
談
支
援
体
制

成年後見相談支援・
法人後見担当、地権※

専門員、生活支援員

暮らしの相談担当

ボランティア
コーナー

（箪笥町・若松町・
大久保・落合第一・
落合第二・柏木）

視覚・聴覚
障害者交流
コーナー

地区
支援担当
（東圏域・
中央圏域・
西圏域）

広域担当

地域づくり支援
地域づくり支援事業

● ずっと暮らしていけると感じられる地域づくり
　への支援
● 気づき支えあう地域づくりへの支援
● 多様な参加や学びの機会のコーディネート

「地域づくり支援」と「職員の人材育成」のイメージ図

※地権：地域福祉権利擁護事業
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みんなでで

広げてい
く

第５次経営計画キーワード４

みんなで、つなぐ・育む・広げていく
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S H I N J U
K U

各施策における重点的な取り組み５

施策１ 支えあい活動に参加する多様な
きっかけづくりと参画への継続支援

福祉教育・福祉体験学習の充実１

だれもが役割を持ち担い手として参加できる活動の創出２
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                               第２章 第５次経営計画 
５ 各施策における重点的な取り組み 

 
 

てきた権利擁護の視点を活かして地域の高齢者の見守り活動に参加するなど、事業の

枠を超えた新宿社協内のさまざまな活動への参加を支援します。 
そして、誰もが支援の受け手となるだけではなく、担い手側、支援する側であると

いう意識をもって、地区支援担当がきめ細かに支えあい活動をコーディネートしてい

きます。 
 

（（３３））  居居場場所所のの立立ちち上上げげ・・運運営営のの支支援援とと居居場場所所へへのの参参加加支支援援  

人との交流ができなかった新型コロナ以降、サロン活動などの通いの場や子ども食

堂などの居場所の重要性が見直され、居場所の立ち上げ相談が多く寄せられています。

新型コロナの影響で活動を休止している通いの場などの再開に向けた支援も含め、居

場所活動を継続していくための支援も引き続き行っていきます。 
また、地域の中の居場所に参加する方法もさまざまです。交流の場に参加するだけ

ではなく、オンラインでの参加や運動・レクリエーションの活動、居場所運営をサポ

ートするボランティアとして参加する方法もあります。その人なりの参加方法・活動

内容で参加できる居場所をともに探し、本人の参加意欲が向上し、継続して参加でき

るよう、支援を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

「2週間前から急に食べられなくなった、80歳のおばあちゃん。どうすれば食べられるように

なるのだろう？」 

新宿食支援研究会(※)のメンバーである言語聴覚士が、集まった児童達に呼びかけます。 

「買い物に行ってあげる。」、「一緒にご飯を食べてあげる。」など、児童達はグループごとに話し

あい、たくさんのアイデアが出ました。 

食べられない理由がわからず、誰に相談すればよいのかわからないときは、悩みをひとりで抱え

ずに、困っていることを誰かに伝えることが大切です。 

「まちには『食』の専門家がいることを、みんなが知っていれば、困りごとを身近な人に伝える

と、それを聞いた人が専門家に伝えて、困っている人が食べられるようになる！」。食事のことで 

困っている人を助けることができる「食支援サポーター」には、大人でも子どもでも、誰でも参加

することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

(※)新宿食支援研究会…専門職だけでなく地域住

民も参加し、「見つける、つなぐ、結果を出す、

そして広める」という手法を用いて食支援を実

践し、「最最期期ままでで口口かからら食食べべらられれるる街街、、新新宿宿」」

を目指している。  

 

頼れる福祉の専門家と楽しく一緒に学ぶ 
～ 新宿食支援研究会×四谷小学校 ～ 

居場所の立ち上げ・運営の支援と居場所への参加支援３

TOPICSTOPICS 頼れる福祉の専門家と楽しく一緒に学ぶ
～ 新宿食支援研究会×四谷小学校 ～

「2 週間前から急に食べられなくなった、80 歳のおばあちゃん。どうすれば食べられる
ようになるのだろう？」

新宿食支援研究会 ( ※ ) のメンバーである言語聴覚士が、集まった児童達に呼びかけます。
「買い物に行ってあげる。」、「一緒にご飯を食べてあげる。」など、児童達はグループごと

に話しあい、たくさんのアイデアが出ました。
食べられない理由がわからず、誰に相談すればよいのかわからないときは、悩みをひと

りで抱えずに、困っていることを誰かに伝えることが大切です。
「まちには『食』の専門家がいることを、みんなが知っていれば、困りごとを身近な人に

伝えると、それを聞いた人が専門家に伝えて、困っている人が食べられるようになる！」。
食事のことで困っている人を助けることができる「食支援サポーター」には、大人でも子
どもでも、誰でも参加することができます。

（※）新宿食支援研究会…専門職だけでなく地域住民
も参加し、「見つける、つなぐ、結果を出す、
そして広める」という手法を用いて食支援を実
践し、「最期まで口から食べられる街、新宿」
を目指している。

                               第２章 第５次経営計画 
５ 各施策における重点的な取り組み 

 
 

てきた権利擁護の視点を活かして地域の高齢者の見守り活動に参加するなど、事業の

枠を超えた新宿社協内のさまざまな活動への参加を支援します。 
そして、誰もが支援の受け手となるだけではなく、担い手側、支援する側であると

いう意識をもって、地区支援担当がきめ細かに支えあい活動をコーディネートしてい

きます。 
 

（（３３））  居居場場所所のの立立ちち上上げげ・・運運営営のの支支援援とと居居場場所所へへのの参参加加支支援援  

人との交流ができなかった新型コロナ以降、サロン活動などの通いの場や子ども食

堂などの居場所の重要性が見直され、居場所の立ち上げ相談が多く寄せられています。

新型コロナの影響で活動を休止している通いの場などの再開に向けた支援も含め、居

場所活動を継続していくための支援も引き続き行っていきます。 
また、地域の中の居場所に参加する方法もさまざまです。交流の場に参加するだけ

ではなく、オンラインでの参加や運動・レクリエーションの活動、居場所運営をサポ

ートするボランティアとして参加する方法もあります。その人なりの参加方法・活動

内容で参加できる居場所をともに探し、本人の参加意欲が向上し、継続して参加でき

るよう、支援を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

「2週間前から急に食べられなくなった、80歳のおばあちゃん。どうすれば食べられるように

なるのだろう？」 

新宿食支援研究会(※)のメンバーである言語聴覚士が、集まった児童達に呼びかけます。 

「買い物に行ってあげる。」、「一緒にご飯を食べてあげる。」など、児童達はグループごとに話し

あい、たくさんのアイデアが出ました。 

食べられない理由がわからず、誰に相談すればよいのかわからないときは、悩みをひとりで抱え

ずに、困っていることを誰かに伝えることが大切です。 

「まちには『食』の専門家がいることを、みんなが知っていれば、困りごとを身近な人に伝える

と、それを聞いた人が専門家に伝えて、困っている人が食べられるようになる！」。食事のことで 

困っている人を助けることができる「食支援サポーター」には、大人でも子どもでも、誰でも参加

することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

(※)新宿食支援研究会…専門職だけでなく地域住

民も参加し、「見つける、つなぐ、結果を出す、

そして広める」という手法を用いて食支援を実

践し、「最最期期ままでで口口かからら食食べべらられれるる街街、、新新宿宿」」

を目指している。  

 

頼れる福祉の専門家と楽しく一緒に学ぶ 
～ 新宿食支援研究会×四谷小学校 ～ 
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施策２ 気づき支えあう地域づくりへの支援と
複雑で困難な課題への包括的な相談支援

福祉ニーズのある人への総合的な相談支援とつながり続ける支援２

気づき支えあう地域づくりへの支援１
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判断能力が十分でない人への権利擁護相談と意思決定支援３

地域のニーズに気づき支えるネットワーク

A さんは 50 代の男性です。父と二人暮らしでしたが、父の急な長期入院により、一人
暮らしになりました。近隣とのお付き合いはほとんどなく、軽度の知的障害があるAさんは、
生活のことを誰にも相談できずに困っていました。勤務先には何とか出かけるものの、日々
の食事、片付け、お金の管理、父の介護など、手に負えなくなっていました。

ある日、地域見守り協力員で近隣に住む B さんから、新宿社協暮らしの相談窓口に連絡
がありました。A さんのことを気にかけていた B さんから状況を聞き取った職員は、すぐ
に A さん宅を訪問し、成年後見センターの職員と連携して、郵便物や日常的金銭管理を行
う地域福祉権利擁護事業の利用につなげました。また、区内障害者団体や、A さんの父の
支援先である高齢者総合相談センター、B さんや民生委員・児童委員さんなどの A さんを
さりげなく見守る地域の人とともに、A さんの支援ネットワークを調整しました。

A さんは、自分らしく穏やかな暮らしを取り戻しています。

TOPICSTOPICS
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施策３ 地域課題の解決を図るための
ネットワーク再構築と取り組みの支援

多様な主体のネットワークづくり１

既存団体とのネットワークの発展２
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災害時の取り組み

区で発災した場合、区が災害ボランティアセンター（以下、「災害 VC」）を立ち上げ、
新宿社協は区との協定により、新宿社協職員を派遣し、災害 VC の運営支援及び災害ボラ
ンティアのコーディネートを行います。地域の特別出張所は地域本部となり、避難所を管
轄し、地域の発災状況の確認、ニーズ調査を行い、災害 VC と連携をしていきます。

新宿社協では、災害 VC 設置運営訓練や区・災害支援団体などとの情報交換会を定期的
に行い、平時から顔の見える関係づくりを進めています。また、他自治体の災害時には被
災地への職員派遣を行い、現地での対応を経験しながら、いざというときに備えています。
実際に被災地に派遣されたときは、住民同士の支えあい、さらには支援団体などとのつな
がりの重要性を感じました。だからこそ、新宿社協がこれから取り組む重点施策の一つで
ある「多様な主体のネットワークづくり」「既存団体とのネットワークの発展」に取り組み、
災害時にも活きる活動を目指していきます。

他自治体で災害が発生した場合は、現地からの要請を受け、東京都社会福祉協議会と区
市町村社会福祉協議会における「災害時相互支援協定に関する協定書」等に基づき、被災
地の災害 VC の運営を支援する職員を現地に派遣します。

関係機関等と一緒に設置運営訓練を
毎年行っています。

災害 VC での活動の流れ。（鋸南町災害 VC
への職員派遣・2019 年台風 15 号）

TOPICSTOPICS
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施策４ 新宿社協の組織基盤の強化及び職員の力を
活かし引き出す職場づくりと人材の育成

持続可能な事業展開を図るための組織運営１

組織的な取り組みによる職員の人材育成２
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施策１ 支えあい活動に参加する多様な

きっかけづくりと参画への継続支援
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施策２ 気づき支えあう地域づくりへの支援と
複雑で困難な課題への包括的な相談支援
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施策４
新宿社協の組織基盤の強化及び
職員の力を活かし引き出す職場づくりと
人材の育成



50

第
２
章



50 51

第
２
章



52

第
２
章



52 53

第
２
章



54

第
２
章



54 55

第
２
章



56

資
料
編

資料編



56 57

資
料
編

新宿区の現況1
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策定経過
社会福祉法人新宿区社会福祉協議会 推進部会 各回の議事概要1
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社会福祉法人新宿区社会福祉協議会 推進部会 委員名簿２
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社会福祉法人新宿区社会福祉協議会 社協部会 検討概要３

社会福祉法人新宿区社会福祉協議会 社協部会 委員名簿４
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